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要　旨

　土地は人間が生存の基盤であり，社会集団によ

って土地の使用制度は違う。中国の農村において

は昔から必ず土地の一部分を残して公的に利用さ

れる。これは村の共同体意識を構える基本的条件

である。且つ，土地は“公”と“私”の問題では

なく，根本的には人間との関係にある。土地制度

が変わっても人間が土地との感情が疎遠すること

はない，土地は永遠に農民の古里である。従って，

農民にとって土地を占有するかしないかの問題で

はなく，使用と流通の際，最大限に経済的収益が

保障できるか否かが最重要である。そして土地に

関する論理も占有ではなく，生存に論理がある。

結局，“耕者は其の田を有する”と言う夢が実現

できるか否かは問題の中心となる。

キーワード：土地，家，耕者は其の田を有する。

はじめに

土地は人間が生存の基盤であり，従来，その

配置は強い関心が引かれる。人間は土地にて耕

作し，収穫iした農産物に依存してきた。土地が

私産になるのはその後のことである，原始時代

の状態は私物ではなく，集団の所有物である。

この集団は宗族か，氏族，また部落の可能性も

ある。土地とは人間が自然に所有する物ではな

く，私的所有の観念が生まれて土地の私的占有

は形成された。ルソーのいわく，気高い野蛮人

は土地を囲むことが知らなかった。土地の制度

は人為的なものであり，人間の“所有”の観念

が無理に自然の土地にも押し付けた。2）文明とは

このような最初の“罪悪”の上で形成された，

土地の制度も人類の文明形成と発展の一つの側

面である。

　異なる社会集団におかれて，文化も価値観も異

なり，ゆえに土地の使用制度はざまざまな形態

ができた。定まった土地制度をまとめるのに難

しいのである。ただし，“公地”と“私地”を分

けるのは徹底した私有制が形成する前のことで

ある。民族誌の中にたびたび見られるように

“ 土地公有制と私有制は同時存在”という“農村公

社の形式”。3）そのような社会集団のなかで，土地

1）中国語のタイトルは《耕者有其田的土地制度》。

2）ルソーはこう言った：“ある人はいち早く土地を囲んだ，これがわしのものだと言う。しかもたくさん愚かなものは

案外その話しを信じた，その人は文明社会の創始者であることも承認される。もし誰かが出てきて杭を抜き，溝を無く

す，仲間にこう叫んだ：‘そのペテン師の話を信じるな，土地の果実はみんなのもの，土地はだれのものでもない1’

この人はどれほど人炎を罪，戦争と殺害および苦難と恐怖から免れるだろう1”ルソー，1962，《槍人美不平等的起源

和基石出》，李常山訳，奈林校，北京：商劣印需棺，第111頁。
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に関する係争は滅多になかった，いったん係争

があったら，酋長はそれを棚上げにして，双方

に新しい土地を探させる，なぜかというと，現

地の人々の見方では土地はガシャ（至高の力を

持つ神様）からの賜り，神様は当然“係争して

いる土地に豊作を祝福しない”。4）

　人類学者は様々な異なる形態の社会集団を研

究してきた，農業社会においては土地は農民の

観念のなかでは非常に重要な位置を占めている。

費孝通氏のいわく“土地に束縛される人々”

（earthbound　people），要するに，農民一生の生

活は土地と緊密に関係している。5）このような社

会の中では，あらゆる社会制度は人間が土地と

の関係を一層強化するイデオロギーが設けられ

ている。たとえば，中国の農村社会の宗族制度

は古代社会の王権組織を真似している。しかし，

実際の運営は血縁関係と地縁関係によって居住

と耕作の土地を共同占有することを強調してい

る。6）この占有は共同占有であり，同じ祖先と言

う名目のもとで，村に住むエリートが儒教のイ

デオロギーを借りて土地集団占有のアイデンテ

ィティを守りつなぐ。たとえば，清の時代に安

徽省桐城の強穎（1638－1708）が「恒産瑛言」と

いう本を書いた。本の内容は祖先が残してくれ

た土地資源は別姓の宗族に流れてはいけないと，

子孫を勧告した。7）土地集団の占有ということは

家と子孫個々人の生存という問題だけではなく，

土地占有によって代々継続の関係構造を意味す

る。8）

公田と中国農村

　中国の農村の伝統におかれて，南方でも北方で

も，かならず一部分の土地を残して公的に利用さ

れる。これは村の共同体意識を構える基本的条件

である。公的土地はいろいろな名をつけられてい

る。たとえば，族田，義田，祖田あるいは公田な

どと言う9）。林耀隼が「金翼」という本の中で福

3）《民族向題五秤基郭》云南省編輯委員会銅，1982，《拉砧族社会坊史凋査》　（一），昆明：云南人民出版社。第7頁。

4）沃克，1998，《泰国拉砧人研究文集》，杵浩明等訳，昆明：云南人民出版社，　第60－61頁。

5）費孝通，1985，　《多土中国》，北京：三朕需店，第1－7頁。

6）この点についてかつての社会学家盟同祖氏は簡単な文献論述がある，“公産制与私産制”というテーマの元にマイン（H．

SMaine）の《古代法》を言及した。中に早期は“朕合所有枳”であり“介人所有枚”ではなかった。シーボム（E　Seebohm）

が論じた氏族公共所有制，最後にウィンノグルドブ（RVinogradoff）がいわゆる村落共同体の土地血縁団体および大家

族所有等等早期財声占有制度を言及した。盟同祖，2005，　《中国封建社会》，上海：世多己出版集団，第22－23頁。

7）Hilary　J．　Beattie，1979，　Land　and　Lfneage　fηαlfηa」月5加dy　of　T’mg一α1’eη9（】ou11亡y，4ηh冊ef，　fη亡he　1贋ηg　aηd

　αffηg　Dyηas亡fes．　Cambridge：Cambridge　University　Press

8）このような土地占有制度は西洋人にとっては，かなり理解し難い，特に所謂“一田丙主”制度。制度化した土地の交

易する際，本当の所有者と表の所有者は分立している。契釣中，往往にして“断骨雲与”，“断根雲与”，“尽底出i巽”な

　どと書いてある，契釣のことを“短骨契”，“断雲骨契”と言う，同吋に“田骨”，“田底”，“田根”等呼び方がある（焚

樹志，1988，　《中国封建土地美系友展史》，北京：人民出版社，第541頁）。一田二主の地権特徴は明朝なかばに流行

　していた，清末に鐙済の友展とともに弥州当りに迅速行き届いた，“田面板”と“田底枚”の分寓は普通のようになった。

その時，小作人は自由に土地を売買できる，本当の所有者は干渉しない。　（田燗枚，199Z　《中国近代社会鋒済史研究

　一げ又田地主和生声美系》，北京：中国社会科学出版社，第312頁）。

9）　“公地”往往にして宗族の友展と関係ある，宗族組織があるところ“又庄”と“叉田”等が現した。宗族は普遍の組

織であるか最近の学者が疑っている（張侃国，2002，《近代江南多村地枚的坊史人美学研究》，上海：上海人民出版社，

第243－249頁。）だけど，宗族組織が発達していないところでも“村店”，先祖墓道路等公共スペースが揃えていた，

公と私の分寓はいつも明確にわかれている。
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建省黄村の集団行事を行うとき，“祖田”がどの

ように重要な役割を果たしたのかを述べていた。

　最初の祖先は土地名義ヒの所有者であり、

土地は”祖田”という。その氏族に所属する

家庭が交替で土地を耕す。毎年、担当する

家族が土地の責任をもつ、農産物を得る権

利がある。しかし、特定の年に供え物を作

ると全氏族に一回宴会を提供する義務があ

る。当然”租田”を売ってはいけない、これ

については氏族全員が責任を負う。1°》

　以上の記録を通して，宗族が基礎とした農村社

会では公共品としての祖田はいかに重要であるか

を読み取れる。共同体意識の存在は上からの教え

ではなく，共同体自身の存在による。家族のメン

バーはみんなその土地を耕す権利をもつ。ただし，

必ず収益の一部分をコミュニティに奉仕する。こ

れは農村社会の公平論理であり，これは筆者がか

つて述べていた互恵の概念である。11）

　今日において，“公地”の名称はもう“集体所

有”（村所有）に変わっている。名義上では村が

所有の土地はもう請負の形で個々人の家庭に振り

分けられた。村への報いはもう儀式の形ではなく，

「請負金」の形になっている。国務院が最近発表

した土地使用費改革の主旨は最終の目標にそれら

の費用を全部なくすことである。’2）これは土地使

用制度が変わるための前提条件であり，中国の土

地制度を観察する際に考えざるを得ない部分であ

る。本稿は華北のある村の土地使用について詳細

に記述するものである。しかし，その前，まず中

国の土地の制度改革の論争を明らかにしてみる。

中国における土地の制度　論争の背景

　農村人口は中国人口の大半を占めている，土地

問題は中国の農村経済発展にとって大きな課題で

ある。1979年から実施された土地の請負制度はど

ちらかといえば経営方式と体制改革を重んじてい

たものである。1985年以降ようやくまともな土地

制度の改革が始まったのである。

　概して，現段階では中国の農村の土地制度は以

下いくつかの問題点がある。一）土地は「請負」

のため平均の面積が小さくてまとまらない，さら

に分割される動向もみられる。小規模で土地を経

営する場合は資金投入と技術革新が制限される。

二）土地の帰属が明確ではない，土地政策の継続

性と系統性が欠けているので，農民は土地使用に

ついて不安を感じている。土地使用の計画は長期

的ではなく，短期の行為が多くて，土地の生産力

は下降している。使用権に関するトラブルも常に

発生している。三）適当な土地流通制度はない，

そのため，労働力あるいは社会変動が起きるとき，

土地の所有量と経営能力の間に矛盾が生じると

き，土地の流動は遅くて，生産要素の配置は合理

にしかねない。13）その原因は以下のように纏めら

れる，第一は完備した土地の所有制度は整備され

ていない。憲法によれば，“農村部とその近郊地

10）Li恥Yueh－hwa　l94Z乃eθ01deη躍fηgf　450cfologfca15加dy・ofα1fηese㎞11fs皿．　Londo皿Kegan　Pa凪Trenc瓦

Trubner，＆Co．，　LTD．　P60．

11）趨旭奈，1999，“互恵，公正与法制現代性一一介隼北村落的釧紛解決”，《北大法律坪槍》，第2巻，第1輯，第10

　－144頁。

12）国劣院2003年6月24日“国各院美干全面推遊衣村税費改革試点的意児”という文書の中でこう言った“各地区庇拮

合実隊，逐歩縮小衣豊特声税征牧萢囹，降低税率，力最終取消遠一税利1創造条件。”　（国亦友［2003】50号）

13）黄河清，1989，　“我国土地制度建投的思路与実践”，《中国衣村祭済》，第1期。
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域の土地は国家の所有部分もあれば村に所有権の

部分もある”。しかし，実際土地の処分権は，村

はもっていない，それに所有者の主体も明確では

ない，管理は乱れている。第二，土地使用権は体

制上保障されていない，村と家庭にあるべき土地

の使用権の中身，境界，行使の仕方，実現と保障

の手段が明確ではない，村の公的土地所有権と農

民個人の使用権は法律上有効な条項はない。第三，

土地流通の規範は決められていない，国の使用以

外に基本的に村の公的土地は買売できない。農民

個人の使用形態は二つある，一つは下請け，もう

一つは村からの調整である。土地の商品化と市場

化は排除されている。

　以上，土地の制度に存在している問題点と原因

から考えると，土地の所有権は焦点になる。今後

の成り行きは以下のような観点からみられる。第

一，土地の国有化制度，曲福田氏などの見解では，

憲法の規定によると，土地が村に所有するもので

あるが，実際，土地の処置を取る権限およびその

収益は国にある，村は名義上の主体だけである。14）

社会主義の農業制度ができてから，国は実際の土

地所有者である。請負制度が実施して以来，もと

もと村にある土地所有権と収益権は国と農民の間

で分解された，いろいろなところで村と農民の関

係はすでに国と農民の関係に変わった。だからこ

そ，土地の国有化は基礎があり実施しやすい。韓

俊氏の見解でも，土地が国に所有すれば使用上区

分しなくてよいため，トータル的には土地の使用

を調整し，コントロールができる。土地の市場化，

流通メカニズムの形成も促進される。15）栃励氏は

土地資源が効率的に利用の側面から国所有の必要

性を強調した。16）反対意見では土地の国による所

有は実質上農民に対する剥奪である，この剥奪は

合理的ではない。17）王貴震氏等の見解では，土地

は国が所有すれば政治上のリスクを負う，もとも

と村の所有の土地は国によって取り上げられれ

ば，経済，政治，社会生活に大きな衝撃をあたえ

るのであろう。’8）陳吉元氏などの論点によれば，

土地は国が所有すれば経営，調整，管理，監督な

ど巨大な機構は設立されなければならないので，

高いコストが生じる。19）

　第二，土地の私有化を主張する論点は次のように

なる。土地の所有権は経営者に属しないため，利益

の原則に従って市場の流通はできない，土地の買売，

リース，株式などの市場体系は成り立てない，有効

的に土地の配置と大型の土地経営は困難であると陳

吉生氏が主張する。2°）また，張埼氏は農民の財産

権と身分自由の立場から土地の私有は今後の方向で

あると主張する。これによって土地の所有権経営

権，使用権はすべての経営自由は成り立つようにな

り，土地の利用効率は高められる。2’）

　しかしながら土地の私有化に反対の声が依然と

14）曲福田，王万茂，和杜金眠，1986，“現附段我国衣村土地所有制向題探索”，《衣鐙理恰研究》，第6期。

15）車巨俊，1989，　“土地流鞍与制度創新”，《申青年鋒済槍」云》，第3期。

16）栃助，1989，　“国有私菅：中国衣村土地制度改革的現実迭i捧”，《中国衣村鋒済》，第5期。

17）梁梱春，1989，“改革衣村土地制度，促遊衣並祭済友展”，載《声板．流韓規模》，国劣院衣研中心実験区亦公室，貴州

　省委衣研室合翁。

18）王貴震，苅文瑛和秦其明，1988，　“美子規模径菅与土地制度”，《衣並径済情況》，第3期。

19）隊吉元，邪英淘，挑鋼和徐笑波，1989，　“中国衣村鍾済友展与改革所面惰的同題及対策思路”，《径済研究》，第10

　期。

20）隊永生，苅軍，趨儀和肖笛，1988，　“土地私有制与土地集中径菅”，《中青年経済恰転》，第3期。

21）張碕，1989，　“対‘衣民財声枳与身扮自由双重解放’的辰疑与追索”，《衣並鋒済向題》，第3期。
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して多い。私有化は経済の面では問題がある，土

地が農民の手に入ると農産物の値段が必ず上が

る。そうすると消費者が耐えられない，と隊錫

文氏が指摘する。刎土地の私有化は中国の現状と

農民の思想を配慮していないと張雲千氏が反対す

る。というのは私有化にすれば，土地の福祉保険

機能を強化する一方，経済的生産機能が弱体され，

土地の商品化および集中メカニズムが制約され

る。23）所有権が農民に属すれば，マクロ経済側面

のコントロールは失われる恐れがある，都市部と

の矛盾も協調し難くなる。人口が多く土地が少な

い国では土地の私有制が実施された場合，成功よ

り失敗の例が多いという。第三の観点は既存の村

の所有の状態がそのままにすべきであるという。

しかし，これに対して反対の意見がある。請負期

限があるため，農民は長期的な展望がなくて，短

期的な行為は根本的に消えないだろうと推測す

る。もう一つの見解は複合的土地所有制度は実施

され，以上述べた三つのやり方の不足は補足され

る。たとえば，ある学者は“三元所有制”を提案

した，すなわち，国家所有制，村所有制，個人所

有制という三つの所有制を同時に存在させること

である。即ち，もともと国に属する部分はそのま

まにして，重点は使用権限を改革すること；大半

の畑と果樹林は村全員所有；個人の不動産，長期

経営していた畑，果樹林は個人に帰属する。しか

し，反対の意見のいうにはこれは理想的なやり方

のようであるが，実際の操作は難しい，三つの所

有制はすべて弱体され，しかも一人増えればそれ

なりのコストも増え，そうすると，生産の効率原

則に違反する。

所有権の制度改革をめぐってさまざまな意見が

ある，経営制度，流通制度の改革についてもいろ

いろな見解がある。いずれにせよ，農村の土地制

度改革の重点は，所有権と所有者という二つの側

面から村の所有制度を整えること。具体的な内容

は以下のようになる，第一，土地の村所有制を明

確にすることである。権限は村の自治組織やその

コミュニティにあり，土地の所有者は土地の占有，

使用，収益と処分権利がある。法津と政策に従い，

請負，譲渡，リース，抵当，株主になるなどの形

により所有権を明確にする。土地は国と村あるい

は村と村の間で流通することも可能になる。第二，

使用制度についてである。1）請負としての経営

権を安定させ，長期的な土地経営方法を促進する。

2）農民が契約期間内の土地の占有権，使用権，

収益権，一部分の処分権を強化させる。それによ

って財産権は保証される。契約範囲内で独立経営，

譲渡，あるいは合併，銀行の抵当など。第三，使

用権の多様性を実現する。競争システムも導入し，

いろいろな形で下請けや有償譲渡などを通して使

用制度を整える。第四，村の所有制度の法律体系

を整備すること。法律上から市場原理，競争シス

テムは確認され，経済原理を働かせる。請負，リ

ース，入札，株価などの方式を通して，合理的に

土地を流通させることである。

既存の土地占有関係

　以上述べてきた議論は着実なフィールドワーク

に基づいたものではない，私は長年にわたって土

地の問題について感心をもっている。単純に“公

有”“私有”のような議論は極端の話である。あ

る制度の成立あるいは崩壊は短期間に起こったこ

22）隊蜴文，1988，　“衣村中長期改革的基本思路和主要内容’，《鋒済学劫恣》，第8期。

23）張云千，1989，　“日本衣戸鑑菅規模給我国的后示”，《中国衣村径済》，第4期。
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とではない，それは個人，社会の絶えず適応，再

適応の過程である。“井田制”は中国古代の土地

制度の一つの夢であり，安定的に実現したことで

はない。漢の時代の儒教家で董仲枢氏が古代の

“ 井田制”を唱えた。この制度によって土地の平

等的配分ができると主張していた。24）すなわち，

地主から土地を出してもらい，それを必要とする

農民に振り分ける。これは中国の土地改革の起源，

二十世紀半ば，中国の大陸と台湾に起きた土地改

革の運動でもある。これは董仲枢氏の社会公平の

理念を超えたことはない。25）実際のやり方はいつ

も“私有”と“公有”の間で揺れ動くことであり，

どちらにも留まらない，このような歴史的法則は

改革家には大きな打撃を与えた。毛澤東時代の以

前は私有制度だった，その後は人民公社と平均配

分になり，郡小平時代になると，また個人請負

というようになり，歴史は一つの円に沿って，く

り返し回っているようである。

　以上の認識によれば，土地の使用制度は“公”

と“私”の問題ではなく，従来の農業社会の人間

と土地の関係である。このような関係はどこでも

一致するというわけではない。一つのフィールド

ワークの例を挙げて説明することにする。

　私のブイールドは河北省の李村である，この村

について詳細な民族誌が以前から残っている。26）

この村は北京から南に約二百メートルの河北省の

趙県にある。ここは津柁河の古道であり，砂泥

が溜まっていて，梨の栽培に恵まれている。1949

年以前に梨の木の育成は自然に任せていた，農薬

はめったに使わない，面積も少なかった，主な農

産物は小麦，とうもろこしなどである。人民公社

時代には梨の木があるため，この村の収入はほか

の村より多かった，隣の村は一日一元としたら，

李村は二元となることもある。1983年に土地の請

負制度は実施されて以来，集団の畑は分割して各

家庭に配分された，配分の原則も村各自にて制定

された。ただし，一部分の果樹園（梨）はそのま

ま村の所有，村の委員会に任せて管理することに

なった。その収入は公共建設の資金として使われ

る。そのとき，小学校，村の道路および必要な税

金の補助は全部この中から出資することになる。

2003年以降，梨の木は最終的に各家庭に配分され

た。ゆえに残りの集団所有地はすべて個人に所属

されることになり，村の他の財産もだんだん売却

されてしまった。2005年夏，私が村を再訪問した

とき，村民は“村はもう何もないんだ”と私に言

った。

　このように土地の配分は請負の形となっていた

が，国の政策としては三十年変わらないので，実

際の使用状況は個人にある。しかし，農民にとっ

て，徹底した私有か否かということではなく，根

本的な問題は土地から収益を得られることが最も

24）弓力，1988，　“我国衣村土地制度建投面il缶新的突破”，《求是》，第12期。

25）“井田制”といえば孟子のことを言わねばならない，曰く“経界不正，井地不均，谷禄不平。是故暴君汚吏，必慢其鋒

　界。径界既正，分田置禄，可坐而定也。”この意味で孟子は中国坊史上初めての土地制度改革者だといえる。なお，翼朝

　鼎氏の観点では，井戸は中国北方の重要な人文景規であり，古代の井田は井戸を中心に荘園形式の経営仕方であると考

　えられる，井田を九つ四角の土地と考えるのは間違えである。けれども，田副寺的共声主又土地所有制と封建社会の問

　ではイメージが違うので，いろんな疑古槍者は井田制の存在を否定する，井田制は捏造したことだと主張した。翼朝鼎，

　1981，《中国房史上的基本径済区与水利事並的友展》，北京：中国社会科学出版社。第50頁。

26）Chiang　Monli職195生　“Foreward”，Hui－Sun　Tang　1954　Land　Refor皿fηFreeα1fna．Taibei：China　Engraving＆

　Printing　Worksを参照。



資料　土地の制度 （169）　－71一

大切なことである。請負の場合にはいろいろな決

まりがある，しかし，実際の利用は非常に自由で

ある。請負の土地で冷蔵庫を作ったり，建物を建

てたり，あるいは他人にレンタルすることができ

る。また，契約の形で土地を借りて，梨の生産販

売のためのダンボールや，製紙の工場を作る村民

さえもいる。

　私がダンボール工場を開設した中年の経営者に

インタビューしたことがある。彼が地元の人で，

利口な商人であり，村の北部に三十宙以上の土

地を借りて，梨を箱詰のダンボール工場を建てた。

土地はそれぞれの家庭に所属するので，それらの

土地を使用できるため，一軒一軒の家と話し合い

許可を得た後，また一軒一軒の家と契約を作る。

このような契約は法律上なんらかの問題がある

が，実際の運営には問題はない，ここに契約の一

部分を紹介しておく。

土地使用契約

　李村幼第七臥（李中科）：甲　　　　代表者：李中敏

　李村第六駄李江平李平又：乙

　双方の協議によって乙は甲の土地を借りる条件は以下

　のように：

　一，土地面枳3D575宙，総金額9019元。

　二，使用期間：長期。

　三，決算：毎年旧暦十二月三十日にて次一年間の貸し

　　　賃を払う。

　四，立地状況：北は田路，東戚孟振家，南李中巧家，

　　　他は本家地主，西は他の工場。

　五，影地：南ニメートル，東四メートル。

　六，影地は乙所有。

　七，乙は又貸しできない。

　八，工場が中止する場合，五年問の損失を補う。

　　九，調印後に効力が発生する。

甲：李中科（捺印）

　　乙：李江平（捺印）李平又（捺印）

2004年3月3日

　経営者は十九軒の農家と契約を結んだ。法律上

の認定はないが，実際の効力はある。兇）

　また，重要なのは双方もリスクを負う，原則と

しては共に利益を得る，土地はだれのものなのか

特に配慮しない。土地の私有権はなければ農民は

運営する際損失が出る，とある学者が言う。し

かし，実際の運営から見るとそうでもない。すで

に所有権を持つ農民はその土地を高く貸すわけで

もないし，経営者の立場では農民が所有権を持つ

から投入を増やすこともない。また農民の立場は

所有権がないから安く貸す考えもないし，所有権

があったら，経営者は予算以上に金を出すことも

ない。このような考え方は請負契約ができる基本

的ラインである。

　私の調査によれば，農民が請け負う土地は簡単

に貸すと言うのは経済の原因がある。即ち耕すこ

とによって得る収益と比べて，工場の経営者が提

供した条件の方はより安定的である。また貸す土

地によって基本的な生活が保障されるし，仕事を

しなくてもいい場合もある。個人によってはとて

も魅力的な場合もある。また土地は個人のもので

はないため，農家と工場経営者のやり取りは一回

で終わるわけではない，土地は銀行のようで，社

会全体の状況が変わるときあるいは物価が値上が

るとき，農民から土地の貸し金も値上げられるな

ど条件が出される。工場の経営者は土地を所有し

27）超旭奈，2003，《枳力与公正一多土社会的釧紛解決与板威多元》，天津：天津古籍出版社。

28）これは村本当の名前ではなくて，私がつけた学名である。
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ないため，“合理”の要求に対して配慮せざるを

得ない。数年が経て契約が常に修正されることは

珍しくない。

　農地に工場を建てて耕地に戻す可能性は少な

い，しかし永遠に土地を無くしたというわけでは

ない，交易双方どちらも土地の所有権を持ってい

ないため，三十年，五十年，七十年というように

使用年数は事前に規定される。未来なんらかの変

化があるとき，工場経営者からある程度の補償も

もらえるという希望も残されている。ある意味で

は所有権の不明こそはプラスの社会機能が稼動さ

れ，集団所有制度の枠内に農民の理性的な選択が

ある。

　土地は個人に属していないため，国が計画した

プロジェクトの実施は可能になる。2004年私が李

村で調査を行った際，省レベルのある道路建設が

村の東部を通る予定になっていた。そしてある建

物は取り壊し，立ち退くのは村の委員会の重要な

決定になった。道路沿いの住民は交通上の便利点

をもたらすことを認め，立ち退くことは拒まない。

ただ，建物を取り壊す補償金額は村と合意がつか

ない，一平方メートルの平均金額に関して争って

いた。最後の協議で村はそれなりの住宅敷地と

200元～250元の補償金を提供するという条件を出

した。大した金額ではないが，双方の認める契約

が違ったことになった。土地の私有権はないため，

国のプロジェクトが順調に実施される，そうでな

ければ国がいくら強くても，土地私有にたいして

力不足であろう。この点に関して，国が土地の徹

底私有制を実施させないのは理性的選択であると

言えよう。

古里としての土地

　土地は農民と緊密な関係にあり，土地制度が変

わっても人間との感情は疎遠することはない。都

市化による道路の設計は土地と農民そのつながり

を切断し，農民を市民に変えさせようとする。し

かし，土地は農民の古里であり，アイデンティテ

ィの意味をしている，祖先から継承してきた土地

は古里として家離れの人々も引き寄せることがで

きる。29＞古里は生活必需品を提供する役割を果た

している。生活の欲求に満足できないとき，土地

から離れるが，条件が許す限り，また戻ってくる。

自分の土地で働いて生活の必需品を得る。台湾に

おける社会の都市化のケースはこのことを説明す

ることができる。

　台湾の土地改革の前後，ある村の変化について

の研究がある。ガーリン・ボナード（Bernard

Gallin）は『小龍村』という本の中でつぎのよう

に述べていた。灌溜iの施設は日本の入植者によっ

て導入された，3°）二十世紀の最初ごろに台湾彰化

の盆哺は六百甲の灌概地しかなかったが，1922

年には，2100甲に達した，31）新技術の導入によっ

て衰退した農業は再び栄えた。灌概システムは多

くの労働力が必要で，近くの町に出稼ぎの農民は

29）筆者は最近北京杯柔にある観光地である不動産商人にインタービューした，そこで私の見解は証明される。この不動

　産会社の社長は面積の広いリゾートを開発する予定である，しかしその周辺の山はすでにそれぞれの家によって請負う

　ことになっていた，土地を使用するため社長は農家一軒一軒を訪れ，土地使用費用について話し合った。これは値段に

　ついて駆け引きする戦略である，というのは，ある農家は自分の土地を出したくない，高い値段と条件つけた。この社

　長は賢いやり方をした，まずその農家隣の土地を買ってしまう，この土地は実に使わないでおく。その後，土地を最初

売り出したくない農家は自ら尋ねにきた，土地を売ろうと言ってきたのである。結局，社長とその農家は双方とも損は

　しなかった。
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村に戻り，田植えの仕事に従事する。321というの

は小龍村の農民は村から離れる原因は基本的な生

活は保障されなかったからである。村はもともと

陸稲を植えていたため，収益は少なく，すべて土

地に頼れば生存は難しい，出稼ぎをしなければな

らなかったからである。そのとき台湾の農民出稼

ぎ状況は今の大陸と同じく，鹿港は港町なので仕

事の機会が多く，いまの北京，上海，広州と同様，

出稼ぎの農民が満れていた。灌概システムの導入

により，農業の労働の効率が高められた，同時に

港の経済的地位は下降し，収入状況から農民は故

郷に戻った。いま，中壮年層の農民は子供の頃，

水田耕作の記憶はまだ残っている。つまり，新耕

作の技術は農民を引き寄せたのは収益が増えたか

らである。しかし根本的な問題は土地を持ってい

たからである。もし農民が村から離れて，土地も

なくなるとしたら，農民がもう戻る可能性はない。

　私が李村での調査を通して感じたのは，村民が

夢でも都市の生活をしたいと思っている，しかし

村から離れようとしない。村から離れても住宅あ

るいは梨木を残して，時々村に戻る。また，一部

分の人は村に住んでいるが，土地をリースし，も

う農業を従事しなくなった。私が李村の近くの町

でタクシー運転手をしているある村民にまだ梨の

木の管理をしているのかと聞いた，彼は次のよう

に答えた。“もうしないよ，土地は全部ダンボー

ルの製造工場に貸した，年間八千元ももらえる，

去年自動車を買った，自家用車も買ったが，ガソ

リン代がどんどん値上がりしているので，タクシ

ー に使うことにした”。年齢を聞くと二十六歳だ

った，このような若い年でも，土地のリースに頼

って生活することは思いもしなかった。働かなく

てもよい，集団から土地をもらって，その土地に

よって村との絆は切れない，村も存続して行く。

　都会で勤め，戸籍も都会に移した村民も少なく

ない，都会で住宅を買って居住するにもかかわら

ず，村にも家を残している。私が村で泊まった部

屋は大家族の長男の家である。その長男一家は河

北省の中心都市にマンションを買って定住してい

るが，村の家はそのまま置いてある，祝日あるい

は週末は戻ってくる。2005年の春にその長男は家

族を連れて村に帰り「渇家老母店」の祭りに参

加した。

　李村の隣は範村である，範村に私の知り合いが

いる。彼は退職した中学校校長で現在夫婦二人で

二階建ての十数個部屋をもつ大きい庭宅に住んで

いる。彼は子供が六人いる，普段はみんな村にい

ない，どこかで勤務している。しかし，旧暦の正

月は必ず村に帰り集まる，両親が住む村は家だと

思っている。

　伝統社会のなかで，このような故郷にたいする

意識は土地から離れてもなんらかの形でまた土地

に帰ると表した諺がある。即ち“落葉は根元に戻

る”と言う。また，普段の生活のなかでも，自家

30）ある学者は江南宗族凋査をもとに，いまの宗族は“根”の意象を改めて構築しようと見られる。　“根”を通して人問

　と人間の間血塚上のつながりを想像する。　（銭杭，謝錐揚，1995，　《佳銃与鷲型：江西泰和衣村宗族形恣一一項社会人

　炎学的研究》参照，上海：上海社会科学出版社，第28－29頁。脹侃国，2002，《近代江南多村地板的房史人美学研究》，

　上海：上海人民出版社，第245－246頁。）北方でも同じようなことがある，“根”和“豚”を強調（趨旭奈，2003，《枚

　力与公正　　多土社会的釧紛解決与枳威多元》，天津：天津古籍出版社，第39－40頁参照）。

31）Bernard　Ga11毎196（あHs　fn　Hs　fηg，　Ta　f皿an：乃α1　fηese　y111age　fnα1aηge．Berkeley：University　of　California　Press第

　16頁。

32）Bernard　Gallin，1966，　HsfηEsfn9，　Ta加aη」乃α1fηese　yf　l　lage　fηChaηge．第302頁，注軽4。
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用地を残しておくのは大切だと思っているようで

ある。費孝通氏が調査した云南省の禄村におい

ては，外で官僚になった人は必ず生まれ育った村

で家を買うことは慣例となっている。結局，一度

役人をしたことがある人でも貯めた金で土地を買

い，村にお金を投資する。このように，家は永遠

に村に残り，稼いだ金も必ず村に戻る。費孝通

氏が言うには，“人間は村に復帰，金は土地に復

帰，土地使用権は村の中で流通するようになって

いる，大量逸脱することはないち謝このように土

地は所有権の問題ではなく，村落の共同意識を維

持する機能を果たした。

　各村の問は境界があり，それは土地の境界に

よって認定されている。村民は自分の家のよう

に住んでいる村とほかの村の境が分かれている。

毎年村が祭りを行うとき，一つ重要な儀式は村

神の“位牌”をもって，村の境界内で行進する。

34＞この儀式は時代の変化につれて，ますます簡

略し，なくなる傾向さえ見える。たとえば，私

が毎年参加する範村の祭り，本来であれば，龍

の位牌をもって村一周をするが，新しい寺（龍

文化博物館も呼ばれる）ができたため，行進は

中止した，村を回るのは紛らわしいという人も

いる。ここ数年，村民は祭りが貧しくなったと

文句をいう人も少なくない。その原因は行進が

なくなった結果であるといわれる。祭りの実行

委員会の話によれば来年養位牌、の行進はまた

回復する予定である。この行事の継続によって

村の境界を強調し，アイデンティティ（iden廿ty）

を築き，村民の家だと否認できない効果がある。

おわりに

　中国の土地制度は特定の歴史条件の元で形成さ

れたものであり，しかも歴史の進展とともに絶え

ず変化している。全国範囲の土地制度の比較研究

はまだ少ないが，しかし言えるのは地域によって

土地使用形態も異なる。それぞれの地域において

土地の生産性，経済の発展，自然社会条件の差異

があるため，農村の土地制度の改革も多様である。

特に地域間の土地経済関係による土地制度の効果

も異なるので，農村の土地制度の改革および体系

の建設は地方の行政によって決めるべきである。

　私が調査した資料でみれば，根本的な問題は土

地所有権をもつかもたないかということではなく

て，土地利用と流通の際，最大限に農民の収益に

なるかどうかはキーポイントである。農民と工場

の経営者の間および農民と国の間の交易は有能な

農村リーダーシップの仲介が必要とされているの

で，これは土地制度がうまく運営する基本的条件

である。費孝通氏が『中国農民の生活』という

本の中で述べたように“中国の農村の本当の問題

は人々の飢謹問題である”。35）当然今の農民は食糧

がないことはない，ただ食糧を確保できるのは最

低条件である。この条件が満たさなければ土地所

有権の問題を論争しても意味がない。非常に判り

にくい土地集団所有制があることこそ，食糧の供

給は不安定になる。しかし，土地は農民に私有さ

せれば生活の支出が足りなくなるとき，土地も失

い，徹底的に破綻するおそれがある。

　土地制度の形態はもっとも社会の公正性を反映

するものである。土地の所有者と耕す者は分離す

33）Bernard　Galli耽196（転πsfηπs加g，　Ta加an∫AChfllese　yf　l　lage　fnα1ange．第48頁。

34）費孝通，1990，　“禄村衣田”，載：費孝通，張之毅1990，《云南三村》，1－202，天津：天津人民出版社，第194頁。

35）超旭奈，2003，《枳力与公正一多土社会的釧紛解決与板威多元》，天津：天津古籍出版社，第170頁参照。
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れば，公正性が失うという意味である。つまり，

土地の収益を決めるのは耕す者ではなくて，土地

の所有者である。しかし現実にはそのような公正

性はもうユートピアではない。ご周知のように，

1924年に孫文氏から“耕者は其の田を有する”と

いう構想は打ち出された。この主張の核心という

のは農民一人一人その土地を持ち，自分の耕作に

よって収益を享受する。36）国民党政府は台湾に退

いてから，孫文氏の構想を実現するため，一連の

土地改革の政策を実施した。例えば，1949年の小

作料と利息の引き下げ，1951年の「公共耕地」の

売買，それに1953年の“耕者は其の田を有する”

などは実現された。このような土地政策によって

一時的に社会の衝突が避けられた。重要なのは公

債券の使用である，政府がそれを使って強制的に

地主の土地を買うことができる。37）このような補

償方法の効果としては農地への投資は工業に移

り，台湾の最初の工業化の基礎になった。錦）

　これは特殊な時代の背景がある。台湾の土地改

革の成功の経験を紹介する学者は少ない。確かに

成功した改革だった。目立った社会問題が起らず

に合理的に土地配分が実現された。大陸の解放当

初の土地改革は大体成功した，“耕者は其の田を

有する”のような場合があった。その後集団所有

を強制されたため，すでにあった成果はほとんど

なくなった。第十一回全国人民代表大会以降の土

地請負制は集団化以前の土地制度に戻ろうとして

いる，これは言明されていないが，その背後の理

念は“耕者は其の田を有する”ということがある。

台湾の土地改革と大陸の土地改革を比較するのは

本文のカテゴリーを超えているが，ここで強調し

ておきたいのは，あらゆる社会において変革の前

提は社会の公正である。効率などはその次のこと

である，ジョン・ロールス（John　Rawls）は彼の

著名な本『正義論』（ATheory　of　Justice）の中

で容赦なく主張したことは，制度，法律はいくら

良いといっても公正性がなければ，廃止か改革を

しなければならないという。鋤

　土地をめぐる論理は占有ではなく，生存との関

係である。台湾の改革者がかつて述べたように，

“ 人間は食物に依存，大多数の食物は土地から供

給される，しかし土地からの供給は限界があり，

人の数が継続的に上昇するにつれ，生存するため

の争いは避けられない，社会制度および富の配分

の不合理さは調整上の危機一衝突，闘争，混乱を

招く。”ω）私有制度は土地所有による衝突を解消す

ることができない，しかも長期的に実行してきた

制度は簡単に外来の制度に変わることができな

い。これはいろいろなところで土地制度調査から

証明された結論である。黄庖貴氏が研究された

台湾の奈哺社の布衣人，それに貴孝通氏が研究

した云南禄村もそうだった。特に隊翰笙氏が研

究した云南の撰夷社会情況も同様である。撰夷

はもともと封建的土地集団の所有制だった。清朝

政府は1726－1909年の間，強制的に家族私有財産

の制度に変えさせた。その間現地の民衆の叛乱は

たえず起きていた。4’〉旧制度の転換は置かれてい

る一定条件と切り離してはいけない。一方的な改

36）費孝通，2001，《江村鑑済一中国衣民的生活》，北京：商各印弔億　第236頁。

37）Chiang　Monlin，1954，“Foreward”，Hui－Sun　Tang　1954，　Land　Refor皿1n　Free　Chfηa．Taibei：China　Engraving＆

　Printing　Works

38）Chiang　Monli恥1954　“Foreward”。

39）Chiang　Monli恥195生　“Foreward”。

40）John　Rawls　1971，』窃eory　of　J『us亡fce．CambridgG　Mass：Harvard　University　Press第3頁。
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革はその代価も重い。

　われわれの調査で見ると，いまの土地制度は必

ずしも農民の望みに満足しているわけではない，

新搾取の形態は土地または請けのケースの中から

表した。しかし土地制度の基礎は集団所有のため，

だれも土地を占有することができない。というこ

とは土地配分のバランスが失うとき，また合理的

かつ公平的に調整の可能性がある。この過程はい

っぺんに成功することではなく，“耕す者”自ら

の選択と決断の過程である。この意味で考えると，

外来の土地革命より自然的選択の方が合理的であ

ろう。

（本論文の翻訳文責はすべて私翻訳者本人にあ

る。）

41）Chiang　Monli耽1954，

　Printing　Works

“

Foreward”，Hui－Sun　Tang，1954　Laηd　Refor皿fηFree　Chfηa．Taibei：China　Engraving＆


